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 教
室
・
講
座

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
補
助
金
の

申
請
期
間
延
長
に
つ
い
て

　

公
共
下
水
道
接
続
に
よ
り
、快
適
な
生
活

環
境
の
確
保
・
公
共
用
水
域
の
水
質
汚
濁
防

止
及
び
浄
化
の
促
進
を
目
的
と
し
、排
水
設

備
工
事［
新
築
工
事
や
農
業
集
落
排
水
事
業

（
津
堅
島
）を
除
く
］を
行
う
者
に
対
し
、補

助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

工
事
が
当
該
年
度
の
1
月
末
日
ま
で
に

終
了
す
る
も
の
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

■
補
助
金
対
象
者

①
公
共
下
水
道
へ
接
続
で
き
る
区
域
内
、建

物
の
所
有
者
ま
た
は
居
住
者
、も
し
く
は

土
地
の
所
有
者

②
国
、県
ま
た
は
市
の
同
様
な
制
度
に
よ
る

補
助
を
受
け
て
い
な
い
者

③
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と（
完
納
証

明
書
）

■
補
助
額

・
合
併
処
理
浄
化
槽
か
ら
下
水
道
切
替
工
事

を
行
う
場
合
→
工
事
費
最
大
で
５
万
円

・
単
独
処
理
浄
化
槽
ま
た
は
汲
み
取
り
式

便
所
か
ら
下
水
道
切
替
工
事
を
行
う
場

合
→
工
事
費
最
大
で
10
万
円

■
注
意
事
項　

・
予
算
に
達
し
次
第
終
了
い
た
し
ま
す
。

・
下
水
道
接
続
工
事
は
、
指
定
工
事
店
で

な
け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
。

・
下
水
道
排
水
設
備
指
定
工
事
店
一
覧

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま

す
。
左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

申 

問　
下
水
道
課　
排
水
設
備
係

　
　
　

  

☎
９
７
３

－

７
９
７
７

　
工
事
店
一
覧
は
こ
ち
ら
！
▼

　
河
川
の
水
質
向
上
を
図
る
た
め
に
有
効
な

合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
費
用
に
対
す
る
補

助
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
対
象

数
に
達
し
て
い
な
い
為
、申
請
期
間
を
延
長

し
ま
す
。

■
対
象
地
域

　
　
公
共
下
水
道
事
業
計
画
区
域
外
の
地
域
、

ま
た
は
７
年
以
上
下
水
道
の
整
備
が
見
込

ま
れ
な
い
地
域（
対
象
地
域
の
ご
確
認
は

下
水
道
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。）

■
残
り
対
象
数　
10
基（
５
人
槽
の
み
）

■
補
助
限
度
額　
50
万
円

■
補
助
金
対
象
者

　
　
補
助
決
定
か
ら
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で
に
設
置
工
事
を
完
了
し
実
績
報
告
の
提

出
が
で
き
る
方
が
対
象
で
す
。

【
次
の
場
合
は
補
助
対
象
外
と
な
り
ま
す
】

①
浄
化
槽
法
、建
築
基
準
法
等
の
関
連
し
て

い
る
法
令
に
違
反
し
て
い
る
場
合

②
土
地
、住
宅
等
を
借
り
て
い
る
者
で
、賃

貸
人
の
承
諾
が
得
ら
れ
な
い
者

③
市
税
等
を
滞
納
し
て
い
る
者

④
補
助
金
交
付
の
申
請
お
よ
び
交
付
の
決
定

前
に
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
工
事
に
着

手
し
た
者

⑤
販
売
の
目
的
で
住
宅
を
建
築
す
る
者

⑥
国
が
定
め
る
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
制
度

に
該
当
し
な
い
場
合

■
申
請
期
間　
申
請
件
数
が
対
象
数
に
達
し

次
第
、受
付
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

申 

問　
下
水
道
課　
排
水
設
備
係　

　
　
　

  

☎
９
７
３

－

７
９
７
７

　
詳
し
く
は
こ
ち
ら
！
▼

コンビニ交付及び自動交付機で取得可能な証明書

住民票等の発行手数料については、合併以来見直しがされていないため、「受益者負担の適正化に
関する基本方針」に基づき改定させていただくものです。

※自動交付機またはコンビニ交付サービス（要マイナンバーカード）で交付する証明書の手数料は据え置きとな
　りますので、窓口で申請するより 100円お得な自動交付機等をご利用頂きますようご案内します。

印鑑登録に関する証明
住民票、記載事項証明書又は戸籍附票の写しの交付
広域交付住民票の写しの交付
身分に関する証明
土地又は建物に関する証明
税に関する証明
納税に関する証明
介護保険料納付証明
後期高齢者医療保険料に関する証明
公簿、図面等の閲覧

公簿、図面等の写しの交付

租税特別措置法施行令（昭和 32年政令第 43号）第 41条及び
第 42条第 1項の規定に該当するうるま市住宅用家屋の証明

1件につき
200円

1件につき
300 円

1 件につき 300 円
（航空写真の場合は 500 円）

1件につき 1,200 円

現行
9月 30日まで料金改定一覧 改定後

10月 1日から

1 件につき
200円

1件につき
800円

10月 1日から住民票等の発行手数料が改定されます。10月 1日から住民票等の発行手数料が改定されます。

・戸籍全部（一部）事項証明書
・戸籍の附票の写し
・所得証明書、所得・課税証明書、課税証明書（現年度分のみ）

・住民票の写し
・印鑑登録証明書

く

ら

し

公
共
下
水
道
接
続
工
事
の
補
助
金
制
度

令
和
２
年
度 

犬・猫
の
避
妊
去
勢
手
術
助
成
金
の
お
知
ら
せ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る

傷
病
手
当
金
の
適
用
期
間
の
延
長
に
つ
い
て

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
の
届
け
出
に
つ
い
て

令
和
２
年
度　
食
生
活
改
善
推
進
員

養
成
講
座
受
講
生
募
集

　
（
公
社
）沖
縄
県
獣
医
師
会
で
は
、飼
育
さ

れ
る
見
込
み
の
な
い
子
犬
や
子
猫
を
増
や
さ

な
い
た
め
に
、飼
い
犬
と
飼
い
猫
の
避
妊
・

去
勢
の
た
め
の
手
術
費
用
の
一
部
を
助
成
す

る
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
助
成
額

　
犬：５
千
円

　
猫：雄 

３
千
円
、雌 

５
千
円

■
申
込
方
法　
動
物
病
院
ま
た
は
環
境
課
で

用
紙
を
受
け
取
り
、動
物
病
院
ま
た
は
県

獣
医
師
会
へ
提
出
。

■
募
集
期
間

　
９
月
１
日
㈫
～
令
和
３
年
１
月
10
日
㈰

問　
（
公
社
）沖
縄
県
獣
医
師
会

　
　

 

☎
８
５
３

－

８
０
０
１

　
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
て
い
る
方
の
う
ち
、雇
わ
れ

て
い
る
方
で
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感

染
、ま
た
は
、発
熱
等
で
感
染
が
疑
わ
れ
る

た
め
、勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
給
与
等

の
全
部
ま
た
は
一
部
の
支
払
い
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
傷
病
手
当
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

　

傷
病
手
当
金
の
適
用
期
間
に
つ
い
て
、当

初
は
１
月
１
日
～
９
月
31
日
の
間
で
、療
養

の
た
め
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期

間
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、12
月
31
日
ま
で

延
長
と
な
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し

ま
す
。

　

内
容
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
国
民
健
康
保
険
課

国
保
給
付
係　
　
　
　
☎
９
８
９

－

５
３
４
７

後
期
高
齢
者
医
療
係　
☎
９
７
３

－

３
１
７
７

　
家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊
し
た

と
き
は
、資
産
税
課
へ「
家
屋
滅
失
届
」を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
、家
屋
を
取
り

壊
し
て
も
届
出
が
な
い
場
合
に
は
、翌
年
度

以
降
も
引
き
続
き
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、早
め
の
届
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
届
出
様
式
は
資
産
税
課
ま
た
は
、う
る
ま

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
資
産
税
課　
☎
９
７
３

－

５
３
９
４

　
食
を
通
し
た
健
康
づ
く
り
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
あ
る
食
生
活
改
善
推
進
員
の
養
成
講
座

を
開
催
し
ま
す
。健
康
と
食
に
つ
い
て
学
び
、

自
身
や
家
族
、地
域
の
健
康
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？ 

■
場
所　
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
う
る
み
ん

■
対
象　

①
う
る
ま
市
在
住
の
方

②
計
20
時
間
程
度
の
講
座（
講
義
・
実
習
等
）

に
参
加
で
き
る
方

③
令
和
３
年
度
か
ら
、食
生
活
改
善
推
進
員

と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
で
き
る
方

■
定
員　
20
名

■
受
講
料　
無
料

■
申
込
期
限　
11
月
20
日
㈮ 

午
後
５
時

申 

問　
健
康
支
援
課　
健
康
推
進
係

　
　
　

  

☎
９
７
３

－

３
２
０
９

市民の皆さまからの
ご意見・ご要望をお待ちしております。

市民の皆さまからの
ご意見・ご要望をお待ちしております。

【問】秘書広報課　☎９７３－５０７９

ご意見箱 市政へのご意見

市の政策等に対するご意見等を市ホー
ムページよりお送りください。
市ホームページの上記バナーが目印です！！

市民の皆さまが市役所や
施設に来訪された際に、
気付いたことや感じたこ
とを投書してください。
市内の公共施設 15 カ所
に設置してます。
黄色い箱が目印です！！

養成講座日程表　※都合により変更する場合があります。

日　付

12/ 7（月）

12/14（月）

12/15（火）

12/17（木）

12/22（火）

時間

10時～ 12時

14時～ 16時

10時～ 12時

14時～ 16時

10時～ 12時

14時～ 16時

10時～ 12時

14時～ 16時

10時～ 12時

14時～ 16時

内　容

開講式 ・ 食生活改善推進員とは

健康おきなわ 21・食育推進基本計画

栄養の基礎と献立の考え方

健康うるま 21・うるま市の健康課題

調理実習①　『成長期の食事』

身体づくりと身体活動

調理実習②　『働き世代の食事』

沖縄の食の変遷とこれからの健康づくり

調理実習③　『高齢期の食事』

家庭でできる食中毒予防 ・ 閉講式

求む！即戦力
求む！即戦力

※９月28日（月）より配布開始（ホームページよりダウンロード可）
　試験の詳細は、試験要項にてご確認ください。

試験日　令和 2年 11月 7日（土）、８日（日）
募集職種・試験区分　消防職（消防職勤務経験者Ｕターン対象）
受付期間　令和２年 10月 5日（月）～ 10月 16日（金）
要項・申込書配布場所
うるま市役所 総務部 職員課（本庁西棟３階）

問合せ先　総務部 職員課　☎973-5251

うるま市職員採用候補者選考試験
消防職勤務経験者 Ｕターン対象
（沖縄県外の自治体で消防吏員としての職務経験が 3年以上ある者）

令和 3年度
採用
予定

申  申込先 　問  問い合せ申  申込先 　問  問い合せ

15 14掲載している各種講座・イベントについては新型コロナの影響で中止・延期となる場合があります。 掲載している各種講座・イベントについては新型コロナの影響で中止・延期となる場合があります。

【広報紙電子書籍アプリ「マチイロ」】スマホでアプリをダウンロードし、居住地を「うるま市」で設定してください。【市公式 LINE】LINE の公式アカウント検索で「沖縄県うるま市」と検索し友達追加登録してください。


